
二本松市制限付一般競争入札実施要綱 

平成２３年７月２６日 

告示第１１８号 

 

 二本松市制限付一般競争入札実施要綱（平成１７年二本松市告示第１６号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する建設工事及び建設工事に関する業務委託（以下「建設

工事等」という。）について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」

という。）第１６７条の５の２の規定に基づき、入札に参加する者の事業所の所在地等

に関する資格を定めて行う一般競争入札（以下「制限付一般競争入札」という。）の実

施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 工事種別 別表第１に掲げる工事種別をいう。 

⑵ 業務種別 別表第２に掲げる業務種別をいう。 

⑶ 手持ち件数 市が発注する建設工事等の落札（当該落札により契約したものを除く。

以下同じ。）又は契約について、同一時期における同一工事種別又は同一業務種別で

未完了のもの（二本松市財務規則（平成１７年二本松市規則第３６号。以下「規則」

という。）第１２６条の検査を完了していないものをいう。）の合計件数をいう。ただ

し、次に掲げる落札及び契約を除くものとする。 

ア 落札後、市が契約を締結しないこととした落札又は落札者が契約辞退を申し出た

落札 

イ 特定の１者を指定して落札又は締結した契約 

ウ 落札金額又は当初請負金額が１００万円未満の建設工事の落札又は契約 

エ 受注者又は受託者の責めに帰すことができない事由により一時中止となる建設

工事等（一時中止が解除された建設工事等を除く。）の契約 

オ 災害復旧に係る建設工事等の落札又は契約 

⑷ 入札執行者 二本松市職務権限規程（平成１７年二本松市訓令第５号）第２４条の

規定により入札執行の権限を有する者をいう。 

（対象建設工事等） 

第３条 この要綱の適用となる建設工事等（以下「対象建設工事等」という。）は、市が発

注する建設工事等のうち別表第１に掲げる工事種別又は別表第２に掲げる業務種別と

する。 



（入札参加資格） 

第４条 制限付一般競争入札に参加するために必要な資格（以下「入札参加資格」という。）

は、次のとおりとする。 

⑴ 二本松市入札参加資格審査実施要綱（平成１８年二本松市告示第１１９号）第８条

に規定する入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」という。）に登録され

ている者であること。 

⑵ 令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

⑶ 二本松市建設工事等入札参加資格制限措置要領（平成１９年５月２８日市長決裁）

第２条、第３条及び第６条の規定に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。 

⑷ 建設工事にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定

による許可（工事の内容により同法第１５条の規定による特定建設業の許可が必要と

認められるものについては、当該許可）及び同法第２７条の２３の規定に基づく有効

な経営事項審査を受けている者とし、建設工事に関する業務委託にあっては、当該業

務の業務種別により業務を履行するための許可等が必要と認められるものについて

は、当該許可等を受けている者であること。 

⑸ 建設工事にあっては、二本松市入札参加資格審査実施要綱第９条に規定する所在地

区分及び同要綱第１０条に規定する入札参加資格総合等級が、工事種別及び設計金額

の区分ごとに別表第１に定める制限の範囲内である者とし、建設工事に関する業務委

託にあっては、所在地区分及び実績が、業務種別及び設計金額の区分ごとに別表第２

に定める制限の範囲内である者であること。 

⑹ 手持ち件数が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める件数未満で

ある者であること。 

ア 建設工事 ３件 

イ 建設工事に関する業務委託 ５件 

⑺ その他対象建設工事等ごとに定める要件を満たしている者であること。 

２ 入札参加資格については、前項に掲げる事項及び次に掲げるもののうちから必要に応

じて制限を加え、又は制限の内容を変更することができる。 

⑴ 入札参加資格総合等級に関すること。 

⑵ 所在地区分に関すること。 

⑶ 企業の同種又は類似建設工事等の実績に関すること。 

⑷ 企業の同規模建設工事等の実績に関すること。 

⑸ 配置予定技術者の資格等に関すること。 

⑹ その他必要な事項 

３ 前項の規定に基づき入札参加資格を変更しようとするときは、二本松市入札契約審査

委員会要綱（平成１７年二本松市告示第１５号）第１条に規定する二本松市入札契約審



査委員会（以下「入札契約審査委員会」という。）に変更事項を付議するものとする。 

（入札の公告等） 

第５条 市長は、制限付一般競争入札を行うときは、令第１６７条の６及び規則第１０３

条の規定により次に掲げる事項について公告するものとする。 

⑴ 制限付一般競争入札に付する事項 

⑵ 契約条項を示す場所及び期間 

⑶ 入札に参加する者に必要な資格 

⑷ 入札書及び見積内訳書（以下「入札書等」という。）の提出方法 

⑸ 入札執行の場所及び日時 

⑹ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

⑺ 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに契約が成立す

る旨 

⑻ 入札参加資格を有することの確認に関する事項 

⑼ 入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効と

する旨 

⑽ その他必要な事項 

２ 前項の公告は、二本松市公告式条例（平成１７年二本松市条例第３号）に基づき二本

松市役所の掲示場に掲示して行うものとする。 

（入札参加申込） 

第６条 前条の公告に示す入札に参加するための必要な資格を有する者のうち当該入札に

参加を希望するもの（以下「入札参加希望者」という。）は、制限付一般競争入札参加

申込書（第１号様式）及び入札参加に関する宣誓書を当該公告に示した提出期限までに

市長に提出しなければならない。 

（設計図書等の閲覧等） 

第７条 市長は、約款、入札心得、図面、仕様書その他の書類（以下「設計図書等」とい

う。）を入札公告に示した方法により閲覧に供するものとする。 

２ 入札参加希望者は、建設工事等の見積りに供する場合に限り、当該建設工事等の設計

図書等を複写することができる。 

３ 入札参加希望者は、設計図書等について質問があるときは、設計図書等に関する質問

書（第２号様式）を市長に提出することができる。 

４ 市長は、前項の規定により提出された質問書について設計図書等に関する回答書（第

３号様式）により回答するとともに、回答書の質問事項及び回答事項を設計図書等の閲

覧場所において閲覧に供するものとする。 

（入札説明会） 

第８条 市長は、必要があるときは、入札説明会を開催することができるものとする。 



（入札保証金） 

第９条 入札保証金の納付は、規則第１０６条第１項第４号の規定により免除するものと

する。 

２ 第２１条の規定に基づく通知を受けた落札者が契約を締結しないときは、見積りに係

る入札金額（消費税及び地方消費税を含む。）の１００分の５に相当する金額を納付させ

るものとし、公告にその旨を記載するものとする。 

 （入札の執行） 

第１０条 入札参加者は、入札公告に示す場所及び日時に、本人又は委任状を持参する代

理人が出席して、入札書等を提出しなければならない。 

２ 前項の入札書等のうち見積内訳書については、市長が必要に応じ提出を求めるものと

する。 

３ 入札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき（最低制限価格を設け

た場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札が

ないとき、又は規則第１１３条第２項の低入札調査基準価格及び同条第４項の失格基準

価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で失格基準価格以上の価

格の入札がないとき）は、直ちに再度の入札を１回に限り行うものとする。 

（入札の延期等） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は

取り消すことができる。 

⑴ 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。 

⑵ 入札が適正に行われないおそれがあると認めるとき。 

⑶ その他やむを得ない事情が生じたとき。 

（入札の無効等） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

⑴ 入札参加資格のない者がした入札 

⑵ 一の入札について同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札 

⑶ 入札書に記名押印がない入札 

⑷ 入札金額を訂正している入札 

⑸ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札 

⑹ 郵便による入札 

⑺ 委任状を持参しない代理人の入札 

⑻ 明らかに不正によると認められる入札 

⑼ その他入札に関する条件に違反した入札 

２ 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。 

⑴ 入札金額が最低制限価格又は規則第１１３条第４項の失格基準価格を設けた場合



にあっては、失格基準価格を下回る入札 

⑵ 低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者の入

札 

（制限付一般競争入札参加資格確認等一覧表の作成） 

第１３条 入札執行者は、開札の前に、制限付一般競争入札参加申込書を基に制限付一般

競争入札参加資格確認等一覧表（以下「一覧表」という。）を作成しなければならない。

ただし、開札の前に作成することができないときは、開札後に作成することができる。 

２ 入札執行者は、入札が無効であること又は入札参加者が入札参加資格を有しないこと

が明らかな者も含め、全ての者を一覧表に記入するものとする。 

（くじの実施） 

第１４条 入札執行者は、無効又は失格の入札を行った者を除き、最低価格又は第２番目

の価格の入札参加者が複数ある場合は、直ちにくじにより順位を決定するものとする。 

（落札候補者の決定） 

第１５条 入札執行者は、最低価格で入札した者（総合評価方式による入札にあっては、

評価値が最も高い者）から第２順位までの入札参加者（無効又は失格の入札を行った者

を除く。以下同じ。）（以下「落札候補者」という。）を落札候補者として入札金額及び

入札参加者名を開札の場において読み上げ、落札候補者を決定するものとする。 

（落札決定の保留） 

第１６条 前条の場合において、入札執行者は、落札候補者のうち第１順位の者から順に

入札参加資格の確認を行うために落札決定を保留し、後日落札者を決定する旨を宣言し

なければならない。 

（入札参加資格の事後審査） 

第１７条 制限付一般競争入札は、入札参加資格の確認について入札参加希望者の入札手

続の負担軽減及び入札事務の効率化を図るため、入札後に最低価格入札者等から順に入

札参加資格が確認できるまで審査を行う事後審査方式により行うものとする。 

２ 入札執行者は、落札候補者を決定したときは、落札候補者が入札参加資格を有してい

るかの確認をしなければならない。 

３ 前項の確認は、第１順位落札候補者から順に、入札参加資格を有する者が確認できる

まで行うものとする。この場合において、入札執行者は、入札参加資格を有していない

と認める者があったときは、速やかに次順位の落札候補者に通知しなければならない。 

４ 第２項の確認は、次条で定める入札参加資格審査書類が提出された日から起算して３

日以内（休日（二本松市の休日を定める条例（平成１７年二本松市条例第２号）第１条

に規定する市の休日をいう。以下同じ。）を除く。）に行わなければならない。 

５ 第１４条の規定により決定した落札候補者が全て入札参加資格を有していなかったと

きは、第３順位以降の入札参加者を順次落札候補者として当該落札候補者に落札候補者



となった旨を通知するとともに、入札参加資格の確認を行うものとする。この場合にお

いては、第１５条及び前項の規定を準用する。 

（入札参加資格審査書類） 

第１８条 入札執行者は、開札し、落札決定を保留した後、第１順位の落札候補者に対し

て次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類及びその他必要な書類

（以下「入札参加資格審査書類」と総称する。）を提出することを指示するものとする。

ただし、入札参加資格審査書類を必要としない場合は、この限りでない。 

⑴ 建設工事 入札参加資格審査調書（工事）（第４号様式） 

⑵ 建設工事に関する業務委託 入札参加資格審査調書（業務）（第５号様式） 

２ 前項に規定する指示を受けた落札候補者は、指示を受けた日から起算して２日以内（休

日を除く。）に入札参加資格審査書類を提出しなければならない。 

３ 落札候補者が前項に規定する期間内に入札参加資格審査書類を提出しないとき又は入

札執行者が入札参加資格確認のために行う指示に従わないときは、当該入札は無効とす

る。 

（入札参加不適格の通知） 

第１９条 市長は、落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、当

該落札候補者に対し速やかに理由を付して制限付一般競争入札参加資格不適格通知書

（第６号様式）により通知しなければならない。 

２ 前項の通知に不服のある落札候補者は、当該通知を受けた日から起算して３日以内（休

日を除く。）に、その理由について制限付一般競争入札参加資格不適格通知に対する理

由説明請求書（第７号様式）により説明を求めることができるものとする。 

３ 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、当該請求を受けた日から起算し

て６日以内（休日を除く。）に、当該落札候補者に対し書面により回答しなければなら

ない。 

４ 第２項に規定する理由の説明の求めは、入札事務の執行を妨げない。 

（落札決定までに入札参加資格を失った場合） 

第２０条 落札候補者が落札決定までに入札参加資格を失ったときは、初めから入札参加

資格がなかったものとみなす。 

（落札者の決定等） 

第２１条 市長は、落札候補者が入札参加資格を有することを確認したときは、速やかに

当該落札候補者を落札者として決定しなければならない。 

２ 市長は、落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に電話、ＦＡＸその他の確実

な方法により通知しなければならない。 

（低入札価格調査による落札者の決定） 

第２２条 第１４条から前条までの規定にかかわらず、低入札調査基準価格を設けた場合



において、低入札調査基準価格を下回る価格で入札したときは、二本松市低入札価格調

査実施要領（平成３０年１２月２５日市長決裁）の定めるところにより落札者を決定す

るものとする。 

（補則） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、入札の執行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の二本松市制限付一般競争入札実施要綱の規定は、平成２３年９月１日以後に

公告する建設工事等に係る入札から適用し、同日前に公告した建設工事等に係る入札に

ついては、なお従前の例による。 

３ 第４条第１項第６号の規定は、当分の間、適用しない。 

（二本松市指名競争入札実施要綱の一部改正） 

４ 二本松市指名競争入札実施要綱（平成１７年二本松市告示第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条第２項中「（二本松市制限付一般競争入札実施要綱（平成１７年二本松市告示

第１６号）に定める第４号様式）」を削り、同条第４項中「（二本松市制限付一般競争入

札実施要綱に定める第７号様式）」を削る。 

（二本松市建設工事に係る共同企業体取扱要綱の一部改正） 

５ 二本松市建設工事に係る共同企業体取扱要綱（平成１７年二本松市告示第１９号）の

一部を次のように改正する。 

 第１４条中「第３条」を「第４条」に改める。 

（二本松市総合評価方式試行要綱の一部改正） 

６ 二本松市総合評価方式試行要綱（平成２０年二本松市告示第５８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条中「第３条」を「第４条」に改める。 

 第６条第１項中「第７条の規定による制限付一般競争入札参加資格確認申請書」を「第

６条の規定による制限付一般競争入札参加申込書」に改める。 

附 則（平成２５年７月３０日二本松市告示第１２３号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年７月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の二本松市制限付一般競争入札実施要綱の規定は、平成２５年８月１日以後に



公告する建設工事等に係る入札から適用し、同日前に公告した建設工事等に係る入札に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月３日二本松市告示第２７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の二本松市制限付一般競争入札実施要綱の規定は、施行日以後に公告する建設

工事等に係る入札から適用し、同日前に公告した建設工事等に係る入札については、な

お従前の例による。 

附 則（平成３０年１２月２５日二本松市告示第２０８号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年１２月２５日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の二本松市制限付一般競争入札実施要綱の規定は、施行日以後

に公告する建設工事に係る入札から適用し、同日前に公告した建設工事に係る入札につ

いては、なお従前の例による。 

 

 



別表第１（第２条－第４条関係） 

建設工事入札参加区分 

 

工事種別：土木一式工事（下水道工事を含む。） 

資格総 

合等級 

設計金額 

所在地区分によ

る制限 
５，０００万円

以上 

２，５００万円

以上 

５，０００万円

未満 

５００万円以

上 

２，５００万円

未満 

５００万円未

満 

Ａ ○ ○ ○  市内又は準市内（設

計金額が８，０００

万円未満の場合は、

市内に限る。） 

Ｂ  ○ ○ ○ 

Ｃ   ○ ○ 

Ｄ    ○ 

 

工事種別：ほ装工事 

資格総 

合等級 

設計金額 

所在地区分による

制限 
２，０００万円

以上 

１，０００万円

以上 

２，０００万円

未満 

３００万円以

上 

１，０００万円

未満 

３００万円未

満 

Ａ ○ ○ ○  市内又は準市内（設

計金額が３，０００

万円未満の場合は、

市内に限る。） 

Ｂ  ○ ○ ○ 

Ｃ    ○ 

 

工事種別：建築一式工事 

資格総 

合等級 

設計金額 

所在地区分による制限 ４，５００万円以

上 

５００万円以上

４，５００万円未

満 

５００万円未満 

Ａ ○ ○  市内又は準市内（設計金額

が８，０００万円未満の場

合は、市内に限る。） 

Ｂ  ○ ○ 

Ｃ   ○ 

 

工事種別：管工事 

資格総 

合等級 

設計金額 

所在地区分による制限 １，５００万円以

上 

１，５００万円未

満 

Ａ ○ ○ 市内又は準市内（設計金額が５，０００万円

未満の場合は、市内に限る。） Ｂ  ○ 

 

工事種別：水道施設工事 

資格総 

合等級 

設計金額 

所在地区分による制限 １，５００万円以

上 

１，５００万円未

満 

Ａ ○ ○ 市内又は準市内（設計金額が５，０００万円

未満の場合は、市内に限る。） Ｂ  ○ 

 



工事種別：電気工事 

資格総 

合等級 

設計金額 

所在地区分による制限 １，５００万円以

上 

１，５００万円未

満 

Ａ ○ ○ 市内又は準市内（設計金額が３，０００万円

未満の場合は、市内に限る。） Ｂ  ○ 

 



別表第２（第２条－第４条関係） 

建設工事に関する業務委託入札参加区分 

区
分 

業務種別 設計金額 

所在地区分による制限 

実績による制限 
市 

 

内 

準 

市 

内 

安
達
管
内 

県
北
管
内 

県
中
管
内 

福
島
県
内 

測
量 

測量一般 

１，０００万円
未満 

○       

１，０００万円
以上 
１，５００万円
未満 

○ ○      

１，５００万円
以上 

○ ○ ○ ○   

市内、準市内業者以外に
あっては、二本松市が発
注した業務の受注実績が
あること。 

地図の調整 

全額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁が発注
した同等規模以上の業務
受注実績があること。 

航空測量 

建
築
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

建築一般 

全額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

国、県、県内各市が発注
した業務で同等規摸以上
の業務受注実績があるこ
と。 

意匠 

構造 

暖冷房 

衛生 

電気 

建築積算 

機械積算 

電気積算 

調査 

耐震診断 
地区計画及び地域
計画 

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

道路 

１，０００万円
未満 

○       

１，０００万円
以上 
１，５００万円
未満 

○ ○      

１，５００万円
以上 

○ ○ ○ ○   

市内、準市内業者以外に
あっては、二本松市が発
注した業務の受注実績が
あること。 

河川・砂防及び海

岸・海洋 

１，０００万円
未満 

○       

１，０００万円
以上 
１，５００万円
未満 

○ ○      

１，５００万円
以上 

○ ○ ○ ○   

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁におけ
る業務受注実績があるこ
と。 



農業土木 

１，０００万円
未満 

○       

１，０００万円
以上 
１，５００万円
未満 

○ ○      

１，５００万円
以上 

○ ○ ○ ○   

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁におけ
る業務受注実績があるこ
と。 

森林土木 

１，０００万円
未満 

○       

１，０００万円
以上 
１，５００万円
未満 

○ ○      

１，５００万円
以上 

○ ○ ○ ○   

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁におけ
る業務受注実績があるこ
と。 

造園 

１，０００万円
未満 

○       

１，０００万円
以上 
１，５００万円
未満 

○ ○      

１，５００万円
以上 

○ ○ ○ ○   

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁におけ
る業務受注実績があるこ
と。 

港湾及び空港 

全額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁におけ
る業務受注実績があるこ
と。 

電力土木 

鉄道 
上水道及び工業用
水道 

下水道 

水産土木 

廃棄物 

都市計画及び地方
計画 

地質 

土質及び基礎 
鋼構造物及びコン
クリート 

トンネル 

施工計画、施工設

備及び積算 

建設環境 

機械 

電気・電子 

宅地造成 

電算・計算関係 

防災 

その他 



地
質
調
査 

地質調査 全額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁におけ
る業務受注実績があるこ
と。 

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

土地調査 

全額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁におけ
る業務受注実績があるこ
と。 

土地評価 

物件 

機械工作物 

営業及び特殊補償 

事業損失 

補償関連 

総合補償 

不
動
産
鑑
定 

不動産鑑定 全額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

市内、準市内業者以外に
あっては、官公庁におけ
る業務受注実績があるこ
と。 

登
記
手
続
等 

登記手続等 全額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
市内、準市内業者以外に
あっては、業務受注実績
があること。 

備考 実績と認める要件としては、一覧に掲げた要件の他に、①業務の契約締結日が、公告日を

基準として過去１０年以内であること、②元請として受注していることの２点全て満たして

いる場合に限る。 

 



第１号様式（第６条、第１３条関係） 

制限付一般競争入札参加申込書 

 

    年  月  日 

 

二本松市長 

 

                    住    所 

                    商号又は名称 

                    代表 者氏名            印 

                    電 話 番 号 

                    （作成担当者          ） 

 

 下記工事（業務）に係る制限付一般競争入札参加の申し込みをいたします。 

記 

１ 工事（業務）番号 

２ 工事（業務）名 



第２号様式（第７条関係） 

設計図書等に関する質問書 

 

    年  月  日 

 

二本松市長 

 

                    住    所 

                    商号又は名称 

                    代表 者氏名            印 

                    電 話 番 号 

                    （作成担当者          ） 

 

 下記のとおり質問いたします。 

記 

１ 工事（業務）番号 

２ 工事（業務）名 

３ 質 問 事 項 

  



第３号様式（第７条関係） 

設計図書等に関する回答書 

 

    年  月  日 

 

商号又は名称 

代表 者氏名 

 

                     二本松市長            印 

 

 下記のとおり回答いたします。 

記 

１ 工事（業務）番号 

２ 工事（業務）名 

３ 質問事項及び回答事項 

質問事項 回答事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１８条関係） 

入札参加資格審査調書（工事） 

    年  月  日 

二本松市長 

                    住    所 

                    商号又は名称 

                    代表 者氏名            印 

                    電 話 番 号 

                    （作成担当者          ） 

 下記工事に係る入札参加資格審査調書を提出いたします。 

記 

１ 工事番号 

２ 工 事 名 

３ 配置技術者等 

※ 当該書類提出後の配置技術者等の変更は、病休、退職等の特別の理由がある場合以外は認めません。 

主任（監理）技術者 氏名 資格 

監理技術者資格証交付番号 第        号（監理技術者を必要要件とする場合） 

 

現場代理人 氏名 

４ 同種工事実績 

工事種別 

 

工事名 

 

発注者名 

 

施工場所 

 
施工年度    年 元請・下請 

工事概要 

 

 

 

請負代金額（円） 

 

 

 

５ その他 

 当該調書のほか、市から提出の指示があった書類については、速やかに提出すること。 

 以下の事項について誓約いたします。 

・ この調書のすべての記載内容は、事実と相違ないこと。 

・ 配置技術者等については、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。特に専任の技

術者を要する場合は、入札日以前に３箇月以上の雇用関係があること。 

・ この誓約に反する事実が確認された場合又は工事の重複による配置技術者等の専任

違反となる事実が確認された場合は、契約を締結しないこと又は契約を解除すること

に異議を申し立てないこと。 



第５号様式（第１８条関係） 

入札参加資格審査調書（業務） 

    年  月  日 

二本松市長 

                    住    所 

                    商号又は名称 

                    代表 者氏名            印 

                    電 話 番 号 

                    （作成担当者          ） 

 下記業務に係る入札参加資格審査調書を提出いたします。 

記 

１ 業務番号 

２ 業 務 名 

３ 配置技術者 

※ 技術者については、配置の必要がある場合、その者を記載すること。 

 当該書類提出後の配置技術者の変更は、病休、退職等の特別の理由がある場合以外は認めません。 

主任技術者 氏名  
法令による取得資格及び免許番号 

 

管理技術者 氏名  
法令による取得資格及び免許番号 

 

照査技術者 氏名  
法令による取得資格及び免許番号 

 

（     ） 氏名  
法令による取得資格及び免許番号 

 

４ 同種業務実績 

業 種 

 

委託業務名 

 

発注者名 

 
履行年度   年 

業務概要 

 

 

 

契約金額（円） 

 

 

 

５ その他 

 当該調書のほか、市から提出の指示があった書類については、速やかに提出すること。 

 以下の事項について誓約いたします。 

・ この調書のすべての記載内容は、事実と相違ないこと。 

・ 配置する技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

・ この誓約に反する事実が確認された場合は、契約を締結しないこと又は契約を解除

することに異議を申し立てないこと。 



第６号様式（第１９条関係） 

制限付一般競争入札参加資格不適格通知書 

 

    年  月  日 

 

商号又は名称 

代表 者氏名 

 

                     二本松市長            印 

 

 先にあなたを落札候補者とし、入札参加資格を確認する旨通知しました下記の工事（業

務）については、下記のとおり入札参加資格がないことを確認しましたので、お知らせし

ます。 

 なお、この通知に不服があるときは、理由の説明を求めることができますので、説明を

求める場合は、    年  月  日までに、二本松市制限付一般競争入札実施要綱第

７号様式により請求してください。 

記 

１ 工事（業務）番号 

２ 工事（業務）名 

３ 入札参加資格がないと認めた理由 

  



第７号様式（第１９条関係） 

制限付一般競争入札参加資格不適格通知に対する理由説明請求書 

 

    年  月  日 

二本松市長 

 

                    住    所 

                    商号又は名称 

                    代表 者氏名            印 

                    電 話 番 号 

                    （作成担当者          ） 

 

１ 工事（業務）番号 

２ 工事（業務）名 

３ 理由の説明を求める理由 

  

 


